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 議 決 結 果  付託委員会 

 
 議案第 １号 

  
 平成２２年度深川市一般会計補正予算（第６号） 
 

2３.１.２8   
   ９ 

原 案 可 決 

 
 議案第 ２号 

 平成２２年度深川市下水道事業特別会計補正予算 
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〃   
   ９ 

〃 

 
 議案第 ３号 平成２２年度深川市水道事業会計補正予算（第１号） 

〃   
   ９ 

〃 
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 事務局長  山 岸 弘 明 君   ○       
 事務局次長  渡 辺 加代子 君   ○       

 議会庶務係長  水 野 紀 子 君   ○       

 議事係長  古 村 浩 一 君   ○       

 議事係兼議会庶務係  梶 原   仁 君   ○       
 
 



 - 6 -

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

平成23年第１回臨時会 
 
 
 
 
 

平成23年１月28日（金曜日） 
 

 

 

 

 



 
 - 7 -

平成２３年 第１回 
 

深川市議会臨時会会議録 （第１号） 
                                    午前１０時００分 開会 
 平成２３年１月２８日（金曜日） 
                                    午後 ０時２４分 閉会 
                                                 
 
〇議事日程（第１号） 

 日程第 １ 会議録署名議員の指名 

 日程第 ２ 会期の決定について 

 日程第 ３ 議案第 １号 平成22年度深川市一 

般会計補正予算（第６号） 

       議案第 ２号 平成22年度深川市下 

水道事業特別会計補正予算（第１号） 

議案第 ３号 平成22年度深川市水 

道事業会計補正予算（第１号） 
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(午前１０時００分 開 会) 

〇議長（北本清美君） ただいまから平成23年第１

回深川市議会臨時会を開会します。 

                      

〇議長（北本清美君） これより本日の会議を開き

ます。 

                      

〇議長（北本清美君） 日程第１ 会議録署名議員

の指名を行います。 

会議録署名議員には、会議規則第78条の規定に

よって、田中昌幸議員、太田議員を指名します。 

                      

〇議長（北本清美君） 事務局長から諸般の報告を

申し上げます。 

〇議会事務局長（山岸弘明君） 本臨時会に付議さ

れます事件は、市長から提出のありました議案３件

であります。 

次に、本臨時会に説明員として出席通知のありま

した者の職、氏名を一覧表としてお手元に配付して

おります。 

 次に、本日の議事日程は、お手元に配付のとおり

であります。 

 以上で報告を終わります。 

                      

〇議長（北本清美君） 日程第２ 会期の決定につ

いてを議題とします。 

お諮りします。本臨時会の会期は、本日１日間に

したいと思いますが、異議ありませんか。 

（｢異議なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（北本清美君） 異議なしと認め、よって会

期は本日１日間に決定しました。 

                      

〇議長（北本清美君） ここで、山下市長から市長

就任に当たって、議員各位にごあいさつしたい旨の

発言の申し出がありますので、これを許可します。 

 山下市長。 

〇市長（山下貴史君）〔登壇〕 平成23年第１回深

川市議会臨時会の開会に当たり、若干のお時間を

ちょうだいして、市長就任のごあいさつを述べさせ

ていただきたいと存じます。 

このたびの任期満了に伴う深川市長選挙におきま

して、多くの市民の皆様のご支持を賜り、図らずも

無投票当選という結果で２期目の深川市政を担わせ

ていただくことになりました。大変光栄であると同

時に身の引き締まる思いであります。市民の皆さん

からいただいた信頼と期待をしっかり受けとめ、今

後ともその負託にこたえ、全身全霊で職務に努めさ

せていただく所存であります。 

さて、我が国の経済情勢は、企業業績等の回復が

おくれ、円高傾向と慢性的なデフレ状態が続き、雇

用情勢はより厳しさを増し、国民は社会の閉塞感や

将来への不安を増大させております。このことから

政府は、デフレ脱却と景気の自律的回復に向けた道

筋を確かなものにしていくための新成長戦略実現に

向けた３段構えの経済対策を決定し、平成22年度の

経済危機対応・地域活性化予備費の活用及び第１次

補正予算の編成に続き、23年度予算の執行を通じて、

当該新成長戦略の本格的な実施を目指しているとこ

ろであります。一方で、国の財政は国債発行額が租

税収入を上回るという事態が２年続いておりまして、

今後の情勢に大きな不安を抱かせるとともに、地方

財政への影響も懸念される状況にあります。 

このような情勢の中、本市にあっては少子高齢化

と生産年齢人口の減少が進んでおり、地域経済、産

業の低迷と雇用の停滞、中心市街地の空洞化など、

引き続きさまざまな問題に直面しております。しか

し、このような状況にあって市民の皆さんは、ふる

さと深川に夢と希望を託し、深川を心豊かに安心し

て安全に暮らしていけるまちにしたい、そしてその

誇りある深川を次の世代に引き継いでいきたいと強

く願っておられるものと私は思っております。その

ため、私は市民の皆様のそうした思いをしっかりと

受けとめ、本市を取り巻くさまざまな問題について

これを直視し、その解決に向けて深川市政の責任者

として常にその先頭に立ち、すべての職員とともに

総力を結集して、これまで以上に創意工夫を凝らし

た取り組みを推進して「市民とともに創る住みよい

まち深川」の実現のため、全身全霊をささげてまい

る覚悟であります。 

特に、市政運営の基本というべき財政の健全化は、

揺るぎない深川市の基盤づくりとして、欠かせない

ものでありますし、市立病院の経営の健全化は、市

立病院が北空知圏の中核病院として、地域の医療

サービスを持続的に提供できるようにしていく上で

どうしても達成しなければならない課題であります。

また、人口減少対策につきましても、深川市が元気

で活力あるまちとして存続発展できるように、新た

な発想に立って福祉面から産業面まで、幅広く施策
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を結集させて取り組むべき重要課題でありますし、

さらに北空知地域の広域連携の強化という課題も厳

しい地域経済情勢下で、本市を含めた北空知圏が将

来とも継続発展していく上で避けて通れない重要課

題であり、関係各町と一層胸襟を開いて協力し合い、

共存共栄のための取り組みを着実に積み上げていき

たいと考えております。 

私は、今後の深川市政の運営において、今申し上

げたような最優先で取り組むべき四つの課題を初め

として、さまざまな問題、課題を着実に解決するた

めに日々全力投球で一歩一歩確実に歩みを進めてま

いる所存であります。市民の皆様並びに市議会議員

各位におかれましては今後ともよろしくご指導のほ

どお願い申し上げますとともに、引き続き市政運営

に格別のご理解とご協力を賜りますよう心からお願

いを申し上げ、市長就任のごあいさつとさせていだ

きます。ご清聴大変ありがとうございました。 

〔拍手〕 

                      

〇議長（北本清美君） 日程第３ 議案第１号平成

22年度深川市一般会計補正予算ないし議案第３号平

成22年度深川市水道事業会計補正予算の３件を議題

とします。 

 提出者の説明を求めます。 

 初めに、議案第１号。 

平山財政課長。 

〇財政課長（平山泰樹君）〔登壇〕 議案第１号平

成22年度深川市一般会計補正予算（第６号）につい

て、ご説明を申し上げます。 

 第１条で歳入歳出にそれぞれ３億1,727万4,000円

を追加し、予算の総額を158億4,293万8,000円とす

るものであり、第２条で地方債の変更を定め、第３

条で繰越明許費の設定を行うものであります。この

たびの補正予算は、円高デフレ対策の緊急総合経済

対策のため、地域経済の振興のための社会資本整備

の追加、医療等の強化、さらに地域活性化のための

インフラ整備等支援に係る地域活性化交付金の創設

などを内容とする国の補正予算が、昨年11月26日に

成立したことから準備を進めてきたものであります。 

初めに、歳出予算についてご説明を申し上げます。

10ページをごらんください。２款総務費、１項25目

地域活性化・きめ細かな交付金事業１億1,257万

8,000円の増額は、地域の目線に立ったきめ細かな

インフラ整備を行うためのもので、11ページの説明

欄記載の11の事業に取り組むものであります。説明

欄をごらんください。 

１番目、納内保育園外壁等補修事業687万8,000円

の増額は、傷みの著しい納内保育園の外壁等を補修

するものです。 

２番目、移住体験住宅整備事業1,020万円の増額

は、音江にあります共済住宅を移住希望者のニーズ

に即した移住体験ができるよう改修しようとするも

のであります。 

３番目、プレミアム商品券事業650万円は、既存

小売店等での購買強化を図るためのものであり、４、

水道配水管改修事業1,000万円は、道道旭川深川線

などの水道配水管を改修しようとするものでありま

す。 

５番目、民間住宅助成事業2,100万円は、まちな

か居住の促進及び安心・安全な住まいの実現を図る

とともに、市内事業者の受注機会の拡大を通して雇

用等の創出を図るものであります。 

６及び７番目の4,000万円の増額補正は、市道２

路線、旭区線180メートル、二十四孝花園通線55

メートル、これらについての道路改良舗装事業であ

ります。 

８番目、桜山パワーアップロード整備事業1,000

万円は、ランニングコースのウッドチップの傷みの

著しい部分の補修を行うものであります。 

９番目、総合体育館卓球台更新事業100万円は、

全道大会などに対応できるよう卓球台の一部を更新

しようとするものであります。 

10番目、リバーサイドパークゴルフ場トイレ整備

事業300万円は、多くの利用者に対応できるよう新

たに仮設型トイレを整備しようとするものでありま

す。 

11番目、救急救助機器整備事業400万円の増額は、

深川消防署において、自動体外式除細動器の更新を

図るものであります。 

同じページの１項26目、地域活性化・住民生活に

光をそそぐ交付金事業2,361万5,000円の増額は、住

民生活にとって大事な分野でありながら光が十分に

当てられてこなかった分野の事業、説明欄にある５

事業について取り組むものであります。なお、本事

業につきましては、交付限度額を超えており可能な

限り事業として認められるよう追加交付を求めてま

いりますけれども、個々の事業については、交付金

の趣旨に沿うものかどうかについてなお流動的なも
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のであります。 

説明欄１番目、地域生活支援事業30万円は、障が

いのある子供の日中一時支援事業に要する備品を整

備しようとするものであります。 

２番目、健康福祉センター普及啓発事業32万

1,000円は、障がい者、高齢者等に対する健康教育

相談支援事業に用いる啓発用備品を整備するもので

あります。 

３番目、図書館充実事業1,406万1,000円は、学校

等支援用図書の整備、高齢者向け大活字図書の充実、

視聴覚資料の充実、郷土資料の整理等などを図るも

のであります。 

４番目、学校図書館図書整備事業761万円は、市

内小中学校において学校図書の充足率を向上しよう

とするものであります。 

５番目、電子黒板用ソフト整備事業132万3,000円

は、小中学校に配備されている電子黒板の利活用の

促進を図るものであります。 

次に、12ページをごらんください。４款衛生費、

１項２目予防費3,348万1,000円の増額は、子宮頸が

ん、ヒブ及び小児用肺炎球菌に係るワクチン接種事

業を平成23年２月から取り組む経費であります。 

次に、14ページをお開きください。８款土木費、

２項１目道路橋梁総務費1,250万円の増額は、社会

資本整備総合交付金事業として橋梁点検を実施しよ

うとするものであります。２項３目道路新設改良費

１億100万円の増額は、市道３路線、西寺前通線70

メートル、末広旭区線130メートル、５号線450メー

トルの道路改良舗装を行うものであります。 

次に、16ページをお開きください。４項５目下水

道費10万円は、このたびの緊急総合経済対策の一部

を下水道会計において実施することから、所要の経

費の一般会計負担分を計上するものであります。 

次に、18ページをごらんください。５項３目住宅

建設費3,400万円の増額は、新たに仮称まちなか団

地の建設に係る用地を取得しようとするものであり

ます。 

戻りまして、４ページをお開きください。第２表、

地方債補正について説明をいたします。地方債補正

は、道路橋梁整備事業債ほか２事業債につき変更を

図り、地方債の限度額の合計を12億7,950万円にし

ようとするものであります。 

次に、同じページの第３表、繰越明許費は、衛生

費、子宮頸がん等ワクチン接種の実施に当たり接種

対象者が、平成22年度及び23年度のどちらでも接種

可能となるようあらかじめ上限額を設定して23年度

に繰り越しを行うものであります。 

次に、８ページをお開きください。歳入予算につ

きましては、国庫支出金及び道支出金の特定財源を

充当するとともに、不足する分につきましては、繰

越金を充当しようとするものであります。 

以上、一般会計補正予算についてご説明を申し上

げましたが、原案に賛同賜りますようよろしくお願

いを申し上げます。 

〇議長（北本清美君） 次に、議案第２号及び議案

第３号。 

松浦建設水道部長。 

〇建設水道部長（松浦龍行君）〔登壇〕 議案第２

号及び議案第３号につきまして、ご説明申し上げま

す。 

初めに、議案第２号平成22年度深川市下水道事業

特別会計補正予算(第１号)について、ご説明申し上

げます。今回の補正は、国の補正予算に伴い、社会

資本整備総合交付金が追加されたことにより、下水

道雨水管を整備するため、下水道建設費を増額する

ものでございます。第１条で歳入歳出の総額に

1,200万円を追加し、予算の総額を８億3,000万円に

しようとするものでございます。第２条は地方債の

変更であります。 

初めに、歳出からご説明申し上げますので、10

ページをお開き願います。１款１項４目下水道建設

費1,200万円の増額は、冒頭に申し上げましたよう

に市道末広旭区線の道路改良工事に伴って雨水管を

整備するものでございます。 

戻りまして、４ページをお開き願います。第２表、

地方債補正は変更で、下水道事業債一般分は、下水

道建設費の増額により限度額を590万円増額し、

5,690万円とするものでございます。 

 次に、歳入についてご説明申し上げますので、８

ページをお開き願います。３款１項１目下水道事業

費補助金600万円、４款１項１目一般会計繰入金10

万円及び７款１項１目下水道事業債590万円の増額

は、冒頭に申し上げました下水道建設費に係る財源

でございます。 

以上で下水道事業特別会計補正予算（第１号）の

説明を終わらせていただきます。 

次に、議案第３号平成22年度深川市水道事業会計

補正予算（第１号）について、ご説明申し上げます。 
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今回の補正は、地域活性化・きめ細かな交付金を活

用した事業実施に伴う増額でございます。 

初めに、予算本文についてご説明申し上げます。

第２条では、予算第２条で定めた業務の予定量中、

主要な建設改良事業に配水管改修事業1,000万円を

追加するものでございます。第３条では、資本的収

入及び支出にそれぞれ1,000万円増額するとともに、

当年度消費税及び地方消費税、資本的収支調整額を

50万8,000円に、過年度分損益勘定留保資金を１億

1,929万2,000円にそれぞれ改めるものでございます。 

３ページをお開き願います。初めに、資本的収入

についてご説明を申し上げます。１款１項１目出資

金は、地域活性化・きめ細かな交付金の活用による

水道配水施設等の改修に充てるため、一般会計から

の出資金1,000万円を増額するものでございます。 

次に、資本的支出についてご説明申し上げます。

１款１項４目配水施設等改修事業費1,000万円の増

額は、配水管の改修を実施し、より安定した給水を

図ろうとするものでございます。 

以上、２会計に係る補正予算についてご説明申し

上げましたが、ご審議の上、原案にご賛同賜ります

ようよろしくお願い申し上げます。 

〇議長（北本清美君） これより質疑に入ります。 

初めに、議案第１号。 

一般会計、歳出、２款総務費。 

松沢議員。 

〇８番（松沢一昭君） 質疑をいたします。２番目

の移住体験住宅整備事業ですが、この説明によりま

すと音江地域の２戸を改修するということですけれ

ども、これまでこのような住宅があったように思う

のですが、改修されて今使われている住宅はどのよ

うな実態にあるのか。 

（｢関連」と呼ぶ者あり） 

〇議長（北本清美君） 田中昌幸議員。 

〇５番（田中昌幸君） 関連で移住体験住宅整備事

業について、移住の推進のためには体験をして、最

初の取り組みの印象で実際に住むというケースが多

いと伺っていますので、今回の整備の事業内容につ

いてお伺いしたいと思います。 

〇議長（北本清美君） 答弁願います。 

沢田経済・地域振興部長。 

〇経済・地域振興部長（沢田敏幸君） 移住体験住

宅整備事業について松沢議員、田中昌幸議員から質

疑がありました。 

初めに、松沢議員からお尋ねのありました移住体

験施設の現状についてお答えいたします。移住を希

望されている方に深川のまちの様子を知ってもらう

ため、滞在する日数に応じて日帰りから最長３カ月

まで滞在できる移住体験事業を平成19年度より行っ

ているところであります。これらの事業実施に当た

りましては、三泊四日の短期滞在ツアーや１週間程

度の中期滞在ツアーは市内の宿泊施設を有していま

す２事業者の方のご協力をいただきながら行い、１

週間から３カ月の長期滞在ツアーについては市が所

有しています教職員住宅の中で未使用となっている

住宅を平成21年度に１戸、22年度に１戸をそれぞれ

整備し、長期滞在ツアー用施設として２戸活用して

おります。このような取り組みの結果、平成19年度

に移住体験事業を始めてから、これまでに57件、

128人の方が利用されております。移住体験を希望

される方は年々増加しており、今回利用していない

音江地区にあります教職員住宅を移住体験施設とし

てリフォームし、移住体験事業の環境整備を行うと

ともに、今後利用状況を見きわめる中で市が保有し

ている住宅だけではなく民間住宅も含め、滞在施設

として対応していく方策について検討していきたい

と考えております。 

次に、田中昌幸議員から質疑のありました移住体

験住宅の整備内容についてお答えいたします。初め

に、事業費の内訳ですが、移住体験住宅を整備する

経費として工事費が1,000万円、整備する内容につ

いて業者の方からいただく提案書への謝礼として報

償費20万円、合計で1,020万円となっております。

今回整備する住宅は、音江地区にあります教職員住

宅のうち、現在使用されていない平屋建て１棟３戸

をリフォームし、家庭菜園などの農作業を行いなが

ら長期間滞在できる移住体験施設として２戸を整備

するものであります。リフォームの内容としまして

は、屋根、外壁などの外部改修のほか内部改修は壁

など内装の張りかえ、トイレの水洗化などを行い、

暖房設備などの設置も予定しております。屋外には

利用者同士が交流できるスペースや、家庭菜園など

も設置し、魅力ある施設として整備する考えであり

ます。また、工事を施工していただく会社の選考方

法として、整備する内容や工事の手法、移住体験事

業への具体的な提案をいただく中で選考していく考

えであり、これらの事業の取り組みを通じ、移住体

験事業が市民の皆さんに広く認知されることを期待
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しているところであります。 

〇議長（北本清美君） 田中昌幸議員。 

〇５番（田中昌幸君） 再質疑をさせていただきま

す。今説明がありましたけれども、工事費について

は1,000万円でございますが、共済住宅３戸を２戸

にして、その整備の内容について提案をいただくと

いうお話でございます。それについて報償費を払う

ということで、想定されるのは市内の工務店等の提

案になるのかと思いますけれども、そういった方々

の意欲を喚起するという点で非常にいいことだと思

うのです。今回提案案方式が示されていますけれど

も、提案型というとプロポーザルやコンペの方式が

ありますけれども、具体的にはどのような形を現在

想定されているのかお伺いします。 

また、選考に当たっては選考委員会等の考えがあ

るというふうに答弁がありましたけれども、どのよ

うなメンバーで構成されるのか、あるいはその選考

基準についても公平公正さをどのように担保する考

えなのか、その点についてお伺いをします。 

〇議長（北本清美君） 答弁願います。 

沢田経済・地域振興部長。 

〇経済・地域振興部長（沢田敏幸君） 田中昌幸議

員の再質疑にお答え申し上げます。 

初めに、選考する具体的な手法や内容については、

今後検討してまいりますが、施設の特殊性を考慮し

た課題や、設計条件を提示し提案していただいた内

容について、選考委員会を設置した上で選考する考

えであります。選考委員会の構成につきましては、

工事発注を所管する職員及び事業を所管する職員以

外に市民の方で組織いただいている移住推進会議の

「移る夢深川」の構成員の方にもご協力をいただき、

利用する側の立場からの意見もお聞きする考えであ

ります。施工業者の選考に当たっては、施設の特殊

性などを考慮し、民間住宅の建設を多く設計施工さ

れている方の専門性、想像性、経験等を適正に審査

する必要があり、公平性、透明性、客観性が求めら

れていることを念頭に、評価する基準などを作成し

ていきたいと考えております。 

〇議長（北本清美君） 東出議員。 

〇４番（東出治通君） 項目の３番目、プレミアム

商品券事業についてお伺いをいたします。 

本市において、この事業については平成20年度、

21年度の補正の中で取り組みがされてきております。

平成20年度については、プレミアム分が10％、それ

から21年度は発行の時期を２回に分けてということ

でございますけれども、このときには15％。今回は

20％のプレミアム分ということでお聞きしているの

ですけれども、１回目が10％、２回目が15％、この

事業に対する期待、効果というのは商店街に市民の

皆さんに足を運んでいただくきっかけづくりであり、

経済的効果もあります。もう一方では、市民の皆さ

ん方が今、経済的に疲弊して困窮しているという状

況の中で、10％あるいは15％上乗せした形で、お買

い物ができるという２面性があると思います。これ

までの取り組みの経過を見たときに、10％あるいは

15％のときでも十分に商品券としては売れていた。

逆に言うと、買って使ってみたかったけれども、手

に入らなかったという声が相当数あったという話も

議会の議論の中にある。そこを基準にした場合には

15％で取り組むことによって、もう少し多くの市民

の皆さん方に使っていただける、あるいは商店街に

足を運んでいただけるようなより大きな効果が期待

できるのでないかというふうに私は判断する。しか

し、今回はプレミアム分が20％ですから、600万円

とすると、商品券本体では3,000万円分ということ

になるのだろうと思います。10％にすれば6,000万

円分という形になるのだろうというふうに思うので

すけれども、その辺のところの考え方です。なぜ、

これまで実際に経験している実績があるのに、今回

20％にするのか、その辺をお聞かせいただきたいと

思います。 

（｢関連」と呼ぶ者あり） 

〇議長（北本清美君） 水上議員。 

〇７番（水上真由美君） 関連で質疑させていただ

きます。このプレミアム商品券事業に関しましては、

私ども会派を挙げて実施の必要性を唱えてきました

ので、今回の提案されることは非常に評価をしてい

るところですが、「ちょっと待ってそのお買い物は

深川で」というキャンペーンを一生懸命やっている

中で、このプレミアム商品券の発行は相乗効果とい

うものが相まって、高まるのではないかという期待

もしているのです。ただいま東出議員から内容に関

しての質疑がありましたが、私も今回の事業の内容

と実施の時期をどのように考えているのか聞かせて

いただきたいと思います。 

（｢関連」と呼ぶ者あり） 

〇議長（北本清美君） 北名議員。 

〇16番（北名照美君） 私からも何点か聞きたいと
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思います。先ほどの提案説明の中でも、既存小売店

等での購買強化を図るということを言っていました。

これまで実施したときの２回目だと思うのですけれ

ども、大型店の利用が多かったということで、これ

では小売店の人たちにしてみれば効果が少なかった

という指摘をしてきました。そこで、このたびはど

のように小売店のほうに足を向けるような方策はど

うなっているか１点聞きます。 

それから、重複しますけれども、前回はあっとい

う間に売れたとか、一人が何回も買ったということ

がありましたが、その対策はどうなのか。また、事

業内容について、限度額を幾らにして行うのか聞か

せてください。 

〇議長（北本清美君） 答弁願います。 

沢田経済・地域振興部長。 

〇経済・地域振興部長（沢田敏幸君） ただいまの

プレミアム商品券事業について、東出議員、水上議

員、北名議員から質疑がありましたので、順次お答

え申し上げます。 

初めに、東出議員からのプレミアム分の割合の考

え方についてお答え申し上げます。プレミアム商品

券事業につきましては、これまで３回実施をいたし

まして、プレミアム分の割合については初回が10％、

２回目、３回目は15％となっております。今回、プ

レミアム分の割合を20％と設定しましたことは、４

回目となる事業の素案づくりに際しまして、地元小

売店に配慮した専用券の導入などを検討する中で、

利用者側にも新たなメリットが必要と考えたもので

あります。また、空知管内で同様の事業を行ってい

る市では、ほとんどが20％で実施されているという

ことなど、それぞれの地域ごとの事情がありながら

も、余り見劣りしない内容で実施したいとの判断も

ありまして、プレミアム分の割合をふやそうとする

ものであります。ご指摘のありました多くの市民の

利用と商店街へ足を運んでいただける方策でござい

ます。この20％のプレミアム分を合わせまして実行

委員会を構成していただく関係機関・団体の皆さん

のご意見もお聞きしながらさらに検討してまいりた

いと考えております。 

次に、水上議員から質疑のありました事業内容と

実施時期の考え方についてお答え申し上げます。今

回のプレミアム商品券事業は、商品券発行総額で

3,600万円を予定して額面総額、１万2,000円の商品

券3,000セットを１セット１万円で販売を想定して

いるものであります。予算額の内訳といたしまして

は、１セット当たり2,000円のプレミアム費用が

3,000セットで600万円となるほか、商品券の印刷経

費などの事務費として50万円を加えまして、650万

円を計上しております。詳細につきましては、関係

機関・団体による実行委員会の場での協議をしてい

ただくことになりますが、これまでの事業結果に対

する指摘事項などを踏まえながら、新たな工夫につ

きましても検討を加え、３月中の事業着手を目指し

て、精力的に取り組んでまいりたいと考えておりま

す。 

次に、北名議員から質疑のありました小売店への

足を向ける方策についてでありますけれども、取り

扱い店の範囲につきましては、これまでの事業実施

後におけるアンケート調査や、利用者からの強い要

望などに基づき、生鮮食料品などを取り扱う大型店

まで拡大してきたところであります。プレミアム商

品券事業は、市内の消費を喚起するとともに、小売

店への消費誘導を図ることも大きな目的の一つであ

りますので、今回は商品券の一部を大型店では使え

ない小規模店舗専用券とすることなどを検討し、地

元商店街の小売店に配慮していきたいと考えており

ます。 

次に、買い占め対策についてでありますけれども、

過去３回の販売の際には初回は完売まで約１カ月を

要しましたが、２回目以降につきましては、即日完

売という状況でありますので、今回の事業実施に当

たりましては、他市の状況なども参考にさせていた

だきながら、一人で数多くのセットを購入すること

がない販売方法を実行委員会の中で検討していきた

いと考えております。 

〇議長（北本清美君） 東出議員。 

〇４番（東出治通君） 私の答弁の中では、実行委

員会を構成する関係機関・団体の皆さんと広く薄く

という表現でしたが、この部分については検討する

という答弁もいただきましたけれども、水上議員の

質疑に対する答弁で事業があきらかになって20％の

プレミアム分ということの答弁です。本当に検討さ

れる余地が残っているのか残っていないのか、その

ことについて１点目にお伺いしたいと思います。 

それから、深川市以外の取り組みについて答弁の

中で触れておられますけれども、この20％が主流で

あると、さらに30％のところもあり見劣りしないよ

うにという表現であったと思いますけれども、よそ
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のまちと比べてパーセントが見劣りしないのがいい

のか、実際に事業の内容で市民の皆さん方に多く喜

んでいただいたということが内容に見劣りしないこ

とがいいのか。その辺は考えていただかないと困る

と思います。パーセントだけを見て、30％、40％で

見劣りしないようにするのかということです。それ

なら過去に何回かやってきて、私たちも使いたかっ

たと言っている人たちの声に対して、どうこたえて

いくのかということです。それは他の実施している

市とパーセントが見劣りしないということではなく

て、どう中身を見劣りしない形の事業内容にしてい

くのかを問われなければいけないのに、その答弁で

は私は理解ができない。 

〇議長（北本清美君） 北名議員。 

〇16番（北名照美君） 一つは、大型店と小売店の

関係ですが、消費者ニーズとして生鮮食品の野菜、

肉、魚ということがあるので、一部は小売店専用券

を設けると言ったけれども、その辺のところがどう

いう考え方なのか。基本は、既存の小売店等での購

売強化を図るのが目的なのですが、もちろん消費者

のためということもあるのですれども、消費者のた

めが中心ではないのです。だから、全部を小売店に

しなさいと私は思っているけれども、そうでないこ

とがわかりましたので、そこはあえて言いませんが、

そうすると、一部は大型店が使えるようにするとい

うならわかります。その辺の兼ね合いはどうなのか。

一部を小売店専用にするという言い方をしましたが、

一部とはどういうことか。そこのところを整理しな

いとまた同じことになります。消費者ニーズと言え

ばスタンスとなる立ち位置が全然違うと思う。そこ

はもう一度答えてほしい。 

それから、限度額等について、具体的な限度額は

答えたわけですが、いつの時期にやろうとしている

のか。これは緊急に経済対策として出されているの

だから、可能な限り早くやるべきであり、意味がな

いとは言いませんけれども、必要なのです。その辺

の時期についてもお答えいただきたい。 

〇議長（北本清美君） 答弁願います。 

沢田経済・地域振興部長。 

〇経済・地域振興部長（沢田敏幸君） 再質疑にお

答え申し上げます。 

初めに、東出議員から質疑のありました割合の関

係についてでありますけれども、予算の計上の考え

方については先ほど水上議員に答えたとおりでござ

いまして、プレミアム分については20％の積算をし

ております。このことについては、これから実行委

員会が設置をされると思いますが、その構成してい

ただく関係機関・団体の皆さんと十分な打ち合わせ

がまだできていない状況でありますので、今後につ

きましては、実行委員会を早期に立ち上げていただ

きまして、市の考え方も説明しながら、最終的な事

業内容を確定していくことになりますので、この割

合についてもご検討をしていただくことになるかと

思います。それから、内容につきましては、先ほど

答弁の中で他市の状況ということでお話をさせてい

ただきましたけれども、たしかに議員の言われると

おり、中身が重要でありますので、この中身につき

ましても、実行委員会の中で魅力ある事業となるよ

う検討してまいりたいと考えております。 

次に、北名議員から質疑のありました大型店との

関係でございます。先ほどお答えをいたしましたと

おり、割合についてはまだ決めておりませんけれど

も、一部を大型店で使えないような専用券にしたい

という考え方を持っております。これにつきまして

も実行委員会の中でいろいろと協議をしていきたい

と思っております。 

それから、いつの時期ということでございますけ

れども、これについては水上議員にお答えをいたし

ましたとおり、これから実行委員会を立ち上げて早

急に事業実施をしていきたいということでございま

して、３月中の事業着手を目指して、精力的に頑

張っていきたいと考えております。 

〇議長（北本清美君） 北名議員。 

〇16番（北名照美君） 一部を大型店で使えないよ

うにする説明されているけれども、考え方が違うの

ではないですか。私は商工会議所の皆さんとの話し

合いのときもこのことを言いました。そうしたら、

会議所の専務理事は苦渋の選択であったと、市民の

要望があったということを言いました。確かに市民

の要望がそうなのだけれども、小売店等の購買力強

化が主眼ではないのですか。一部を大型店が使える

ようにするというのが基本ではないのですか。そう

しないとだめだと思うのです。これまでの経験でわ

かっていると思うのです。３回目の質疑だけれども、

どうですか。 

〇議長（北本清美君） 答弁願います。 

沢田経済・地域振興部長。 

〇経済・地域振興部長（沢田敏幸君） 北名議員か
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ら再々質疑をいただきました。 

プレミアム商品券の大型店の取り扱いについてで

ありますけれども、これにつきましては商品券自体

の事業の魅力とか、いろいろなことも検討していか

なくてはいけないと考えておりますので、今私ども

が考えておりますのは一部大型店では使えないよう

な専用券を商品券の中に入れてまいりたいと思って

おります。なお、このことにつきましては、実行委

員会の中で十分協議していきたいと思っております。 

〇議長（北本清美君） 田中昌幸議員。 

〇５番（田中昌幸君） ５番目の民間住宅助成事業

の2,100万円について、お伺いしたいと思います。 

この事業は、昨年も実施をされまして、105件

1,800万円程度の事業費の中で、１億3,600万円ほど

の工事高があったと報告を受けております。７倍ほ

どの投資効果があったという認識をしておりますが、

これまでも需要や、市内の工務店等に対する経済波

及効果が高い事業であり、この事業については取り

組むべきというような提言をさせていただきました。

今回の事業については、非常に歓迎する内容でござ

いますけれども、この事業内容とこれまでと違う内

容についてお示しをいただきたいと思います。 

（｢関連」と呼ぶ者あり） 

〇議長（北本清美君） 北名議員。 

〇16番（北名照美君） 私どももずっと言ってきた

ことでもあり、歓迎すべきことであります。重複を

するのですけれども、事業内容を聞きたい。 

それから、前回に要綱がつくられているのですが、

この要綱は一回限りで効力も失っており、また要綱

をつくると思うのです。その中で、見直しする部分

があると思うので、その辺のことを聞きたい。 

それから、前回の総括として問題点や課題があれ

ばお聞かせいただきたい。 

また、今後のことには触れられないと思うが、こ

の事業は非常に求められていることであるし、効果

もあったということですが、またぶつぶつとやって

いくといろいろなことも出てくるわけですが、その

辺のこともお尋ねします。 

〇議長（北本清美君） 答弁願います。 

松浦建設水道部長。 

〇建設水道部長（松浦龍行君） 田中昌幸議員と北

名議員から質疑をいただきましたが、関連しますの

で一括してお答えさせていただきます。 

初めに、事業の概要についてでございますが、こ

の制度は、住宅または店舗等併用住宅のリフォーム

工事をする方に費用の一部を助成するものであり、

市内業者が施工するなど一定の要件のもと、市内全

域では工事費の５分の１、ただし20万円以内。また、

まちなか居住推進エリア内では工事費の３分の１、

ただし30万円以内の助成を行うものでございます。 

次に、北名議員からこれまでの取り組み、田中昌

幸議員から前回との違いについての質疑にお答え申

し上げます。まず、要件につきましては、前回と基

本的には変わりませんが、一部を緩和し、要綱の見

直しをする予定でございます。一つ目としましては、

助成の回数でありますが、多くの方にこの制度を利

用していただけるよう同一住宅に対して原則１回の

助成により制度の運用を図ってきたところでござい

ますが、今回２回目となるリフォーム助成につきま

しても、前回助成を受けられた方は対象外と考えて

おります。しかし、１回目に限度額より下回った助

成を受けられた方で、今回追加の資金が確保できた

ことから、再度リフォームを行うため、残額の助成

を要望されるケースが数件ありましたことを考慮し

まして、今回の助成事業につきましては、限度額に

達していない方について残額分を対象として取り扱

う考えでございます。二つ目としましては、店舗と

併用住宅については店舗等部分を対象外としており

ましたものを、外壁、屋根の不燃化、落雪等の安全

対策、耐久性向上を図る外装工事を対象とすること

とし、これに伴い建物の所有者に限定していたもの

を、賃借人も含めて助成対象と考えているところで

ございます。 

次に、前回の総括についてでございますが、昨年

度取り組みました住宅リフォーム緊急助成制度につ

きましては、実績としては105件、助成金額が1,817

万円、契約額ベースでは１億3,600万円となってお

り、市内経済への波及という点において、効果が

あったと考えております。また、この制度につきま

しては、対象となる工事の範囲が幅広く、少額の工

事も対象としているため、多くの市民から喜ばれて

いるものと考えております。 

次に、前回の問題点と課題についてでございます

けれども、リフォーム助成制度のみで申し上げます。

例えば、なぜ市内業者の施工でなければ助成の対象

とならないのか、なぜ１回限りの助成なのかという

問い合わせがありましたが、制度の考え方などを説

明させていただいたところでございます。 
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次に、今後も要請が続く場合についてでございま

すが、リフォーム緊急助成制度につきましては、今

回限りと考えておりますが、今後要請による継続に

ついては、今回の利用状況や新たな財源の確保を見

きわめる必要がありますので、今後の検討課題と考

えているところでございます。 

〇議長（北本清美君） 田中昌幸議員。 

〇５番（田中昌幸君） 全体の住宅リフォ－ムに関

しての内容は理解をしているところでございます。

新たに店舗併用住宅の外壁等にも適用するという説

明がございました。これまでも空き店舗に対して新

規の改装に対しては最大300万円の助成という支援

もあるのですけれども、既存の事業者に対しては何

も支援がないため、そういうところを強化すべきで

はないかというお話もさせていただいております。

民間住宅に30万円を支援することは、お金を渡すと

いうより全体の需要喚起するような意味合いもあり、

個人の店舗においても同じような支援があっていい

と考えているところでございますけれども、この住

宅リフォーム制度を交付金事業の中で取り組むとい

う検討をされて、今回は補正予算が出てきている。

そういう店舗については、どのような議論経過が

あったのか、今回の取り組みを検討しなかったのか、

お伺いをしたいと思います。 

〇議長（北本清美君） 北名議員。 

〇16番（北名照美君） 平成22年１月に実施したと

きには極めて緊急でありましたし、12月議会で決

まって１月実施ということで、多分間がなかったと

思うのです。それは好評だったのですけれども、こ

のたびの場合には、先ほどから言っているように景

気浮揚という重要なことがあって、こうした形の臨

時議会で決められているということでは、可能な限

り早く実施ということになると思うのですけれども、

その辺の受付や工期について聞きたい。 

それから、周知の方法についてですが、インター

ネットに出して、業者に知らせているのですが、何

よりも広報なのです。広報もスペースの関係がある

ことを言っておりましたけれども、その辺が肝心な

ところです。この変更の部分などを広報に載せてい

ただきたいという気がするのですが、その辺の周知

についてどのようにしていくのかお尋ねします。 

〇議長（北本清美君） 答弁願います。 

沢田経済・地域振興部長。 

〇経済・地域振興部長（沢田敏幸君） 田中昌幸議

員から再質疑のありました既存店舗の改修の関係に

ついて、お答え申し上げます。 

交付金事業として展開することを検討しなかった

のかというお尋ねでございますけれども、今回の住

宅リフォーム制度の内容は、新たに店舗併用住宅に

も適用するというように対象範囲の拡大を図ること

で内部協議を行っておりました。その中で、現状に

おいては、店舗のみの建物に対する助成については

今回対象の範囲に含めないという結論に至ったもの

でございます。所管といたしましては、既存店舗の

改修に対する支援について、その必要性については

理解しておりますけれども、財源の確保とともに、

関係機関・団体の皆さんとの協議やこれからの制度

の運営体制などについても検討し、今後の課題とさ

せいただきたいと考えています。 

〇議長（北本清美君） 松浦建設水道部長。 

〇建設水道部長（松浦龍行君） 北名議員の再質疑

にお答え申し上げます。 

まず、受付時期等に関してでございますけれども、

現在の予定では申し込みの受け付けの開始について

は、３月中旬を予定しております。工事の期限等に

つきましては、平成24年２月末を予定しているとこ

ろでございます。申し込み期限等につきましては、

先着順ではありますけれども、９月30日までを予定

しているところでございます。 

次に、広報についてでございますけれども、リ

フォームの助成事業につきましては、これまで市の

広報やホームページに掲載し、また新聞社などにも

お願いしながら市民に周知しております。今回につ

きましても、今まで同様に周知してまいりますが、

議員がおっしゃいますとおりできる限り工夫をして、

わかりやすく事業の制度や要件をしっかりと周知し

ていきたいと考えております。 

〇議長（北本清美君） 太田議員。 

〇14番（太田幸一君） 説明欄６番、旭区線道路改

良舗装事業3,000万円について、お伺いいたします。 

この道路は説明されておりますように、簡易舗装

で非常に舗装が悪く亀裂も入っていたりするわけで

すけれども、今回、おおよそ路線の半分ぐらいが歩

車道分離といった形でよくなるという前進があるわ

けであります。説明されておりますとおり通勤、通

学路ということで、非常に使用頻度も高くなってい

ることもありますが、この路線と市役所前の道道旭

川深川線との交差点部分で、若干問題があるのでは
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ないかと指摘をしたいと思います。ご承知のように、

ここの交差点部分には横断歩道があるのですが、交

差点のセンターから横断歩道のセンターまで約20

メートル離れているという状態でありまして、この

部分がせっかく歩車道分離をして、安全性の向上等

を図っている割に、こういう事柄が依然として放置

されていることについて、どのような考え方を持っ

ているのかお聞きします。 

〇議長（北本清美君） 答弁願います。 

坂本企画総務部長。 

〇企画総務部長（坂本光央君） 旭区線道路改良舗

装工事に関連しまして、横断歩道の位置ということ

で質疑いただきましたのでお答えをいたします。 

この横断歩道は、手押し信号機がついているもの

でございますけれども、この設置につきましては、

昭和58年４月に市役所横の総合福祉センターがオー

プンしたこともございまして、周辺の交通安全対策

として60年７月に設置されています。この設置場所

につきまして、公安委員会が周辺道路の状況や、交

通状況を勘案するということで道路管理者や市役所

などと協議を行いまして決定しているものでござい

ます。決定したと思われる理由でございますけれど

も、市役所側に近づけるということになりますと、

旭区線や市役所駐車場との兼ね合いで出入り口をふ

さぐ位置となることもございまして、歩行者が横断

中に旭区線または駐車場からの左折車両が歩道を通

過するということで危険性が高いこともあって、現

状の場所が選定されたと伺っているところでござい

ます。いずれにしましても、交通安全の推進が非常

に大事なことと思っておりますので、当該道路改良

後の周辺状況でありますとか、地域利用者の皆さん

の意向、さらには関係機関の皆さんと協議をはかり

たいと考えております。 

〇議長（北本清美君） 太田議員。 

〇14番（太田幸一君） 再質疑をさせていただきま

すが、先ほど事前にも説明をいただき停止線の位置

がほかの交差点が市役所の出入り口にかかわるとい

うことで、南側から来る出入りと北側から出ていく

部分が筋違いになっているという状況を心配してい

ると思いますけれども、こういう交差点は深川には

ほかにもあるのです。そして、その対策はしっかり

とられており、停止線をずらして両方の交差点をお

もんばかって設置するという形をとっているわけで

すから、今のは理由にならないわけです。再度答え

てください。 

〇議長（北本清美君） 答弁願います。 

 坂本企画総務部長。 

〇企画総務部長（坂本光央君） 再質疑にお答えし

ます。 

前段に申し上げましたのは、昭和60年７月に設置

した状況ということで、その当時の経過などについ

てお話申し上げたところでございます。そこで、今

回の道路改良を行うこともございますので、その後

の状況などを十分に見きわめまして、ご指摘いただ

きました点についてどのような対応が必要なのかを

含めまして関係機関と十分に協議をすることが必要

と考えています。 

〇議長（北本清美君） 北名議員。 

〇16番（北名照美君） 10番目のリバーサイドパー

クゴルフ場のトイレ整備事業300万円の簡単な提案

説明がありましたけれども、もう少し詳しくどのよ

うなトイレをつけるのか事業内容をお尋ねします。 

〇議長（北本清美君） 答弁願います。 

一原教育部長。 

〇教育部長（一原慶逸君） リバーサイドパークゴ

ルフ場のトイレ整備事業300万円につきましては、

現在のトイレは１棟２人用を設置しており、市民の

プレーヤーのために普段の練習、市内大会等で利用

されております。しかし、空知大会や全道大会など

多くの方が集まる場合、十分な対応ができないとし

て、パークゴルフ愛好者や関係団体からも要望があ

りましたことから、増設をしようとするものでござ

います。設置場所につきましては、現在のトイレ近

くの河川敷地内を考えているところでございます。

増設の内容としましては、現在の男女兼用から男性

用、女性用に分けるものとしてトイレ設置を考えて

ございます。 

〇議長（北本清美君） 北名議員。 

〇16番（北名照美君） 現在のトイレは、男女兼用

であるけれども、今回の増設は男子用と女子用とい

うことなのです。そこで、このパークゴルフ場をつ

くるときに、所管の常任委員会の中でトイレの話が

出たときに車いす用の障がい者用トイレ設置を考え

ていないということでした。それは違うのではない

のかと、これからトイレをつけていく場合にはすべ

てとは言わないけれども、障がい者あるいは車いす

の人も利用できるスペースが必要ですと言いました。

このたびはパークゴルフ場のスポーツ施設ですけれ
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ども、当然そこの中にも対応を考えるべきだという

こと言って、私の記憶では今後はリバーサイドパー

クゴルフ場につけるのかどうか別にして、検討する

という答えがあったと思うのです。まず、そういう

検討をしたのかどうか、その上でトイレの設置を考

えているかどうか。 

それから、障がい者は車いすの人だけではなくて、

いろいろな障がい者の方が使用するのですけれども、

そういうことはどう考えているのか、その辺を聞か

せてほしい。 

〇議長（北本清美君） 答弁願います。 

一原教育部長。 

〇教育部長（一原慶逸君） リバーサイドパークゴ

ルフ場のトイレ設置事業の関係で再質疑をいただき

ました。 

河川敷のパークゴルフ場のトイレにつきましては、

石狩川の水位が上昇するなどの災害時にはユニック

等で吊り上げて撤去しなければなりません。今回も

河川敷に設置ということであり、永久構造としてつ

くれないため、大型となる障がい者用のトイレ設置

は難しいものと考えてございます。他の河川敷パー

クゴルフ場の障がい者用トイレの状況でございます

けれども、空知管内にはありませんが、旭川市で２

カ所設置されているとお聞きしてございます。 

公共トイレにつきましては、障がい者用トイレを用

意するという基本的な考え方は持っておりますが、

財政的な状況など総合的に判断する中で、今後にお

きましても障がい者対応が可能なのか十分検討して

まいりたいと考えてございます。 

〇議長（北本清美君） 北名議員。 

〇16番（北名照美君） 質疑したわけですから答弁

を注意深く聞いているのですが、旭川市に２カ所あ

ると。あちらこちらの河川敷のパークゴルフ場を、

私も何かの機会に見ていますから、旭川市には河川

敷に障がい者用のトイレが２カ所という答えを聞き

ました。それから、最後に言っていたけれども、検

討すると聞こえたのですけれども、その辺は確かめ

になります。 

それで、先ほど財政上のこともあるからというこ

とで答弁がありましたが、再度確認します。これを

つけるときに検討したのかどうか。それから、今私

の意見を入れて、今回のことで検討すると言ったの

かという気がするので、その点を答えてほしい。そ

れで、何度かいろいろな場面で言ってきているけれ

ども、こういう考え方がおくれているのです。福祉

や教育のところではきっちりベースにしてほしいの

です。私が議員になったころは市民会館に車イス用

のトイレがなかったし、中央公民館にもなかった。

言い続けてトイレもついたし、市役所前のスロープ

もついたわけです。後づけするということはお金も

かかるけれども、お金の問題ではないし、基本の問

題です。その点で、これからのことですからトイレ

をつくるための300万円の予算は一般的に市民がつ

けるとすれば高いという気もするのですが、公共施

設でもあり必要なものだと思います。この中で、や

ろうとしているのはこれからですし、工夫をしなが

ら旭川市にもあると言っているけれども、もし障が

い者の人でパークゴルフをしたい人がいればどこに

トイレがあるかということをインターネットで調べ

て、そこに行こうとなるのです。私の熱のこもった

気持ちを受けとめて答弁いただきたい。 

〇議長（北本清美君） 答弁願います。 

一原教育部長。 

〇教育部長（一原慶逸君） 先ほども答弁申し上げ

ましたが、公共施設のトイレにつきましては、障が

い者用のトイレを用意するという基本的な考え方を

持っておりますので、総合的な判断の中で、今後ど

のような対応が可能か、十分検討してまいりたいと

考えております。また、検討したかということにつ

きましては、このたびの増設は従来から深川パーク

ゴルフ協会との協議のもとで、多くの人々に対応で

きるようにという要望から設置増設を考えたもので

ございます。身障者用トイレにつきましては、約

500万円の事業ということで、今回の補正300万円で

は、若干足りないと思っておりますので、今回につ

きましては、財政的に困難と考えてございますけれ

ども、旭川市の河川敷２カ所でどのように設置し管

理しているか、今後、研究してまいりたいと考えて

ございます。 

（｢議事進行」と呼ぶ者あり） 

〇議長（北本清美君） 北名議員。 

〇16番（北名照美君） 今回検討したのかと聞いた

のです。500万円という金額が出てきたし、パーク

ゴルフ協会の話も出てきた。検討したけれどもだめ

であったのかどうか。基本は必要だと思っていると

言うけれども、その辺は素直に言わなければいけな

いのです。検討したのであればしたと言わなければ

いけないし、わかりやすく質疑しているのです。旭
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川市のことを調べるというけれども、今回に検討す

るということなのか。今回はしないけれども、今後

についてはどうするのか、わかりやすく答えてほし

い。 

〇議長（北本清美君） 答弁願います。 

一原教育部長。 

〇教育部長（一原慶逸君） 基本的な考え方につき

ましては、先ほど申し上げたとおりでございます。

検討につきましては、従前からパークゴルフ協会が

増設を望んでおり、その中で協議をさせていただい

ており、現在の男女兼用から男性用、女性用に分け

ることを強く要望されております。今回につきまし

ては、身障者トイレについての中身は言及されてい

ないものであります。 

〇議長（北本清美君） 田中昌幸議員。 

〇５番（田中昌幸君） 26目地域活性化・住民生活

に光をそそぐ交付金事業費、３番目の図書館の充実

事業1,406万1,000円の内容が提案されております。

その内容については、当然のことながら図書館の通

常の整備にお金が使われることはこの事業の目的上

はだめだと考えますが、通常の図書の増書ではない

と思いますけれども、その内容についてお示しをい

ただきたいと思います。 

（｢関連」と呼ぶ者あり） 

〇議長（北本清美君） 北名議員。 

〇16番（北名照美君） 私からも図書館の充実事業

について、事業の内容をお聞きします。 

〇議長（北本清美君） 答弁願います。 

一原教育部長。 

〇教育部長（一原慶逸君） 田中昌幸議員、北名議

員から図書館充実事業の内容について質疑がござい

ました。 

主な内容についてご説明を申し上げます。各種図

書館資料の充実につきましては、学校等支援用図書

として、児童書を2,400冊、絵本、紙芝居を900冊購

入する予定であります。児童書につきましては、小

中学校で取り組まれている朝読書などに利用しても

らえるよう40冊を１セットとし、60セットを作成し、

図書館から各学校へセット単位で貸し出しを行う計

画でございます。また、絵本、紙芝居などにつきま

しては、幼稚園、保育所で利用してもらえるよう30

冊を１セットとして、30セットを作成して貸し出し

を行うものでございます。これらの金額として、約

515万8,000円を計上してございます。高齢者の方な

どの利用が多い活字が大きく、読みやすい大活字図

書を約200タイトル分及び本を朗読した録音されて

いるＣＤ、いわゆる録音図書を約100タイトル分購

入するなど、利用者ニーズにこたえられるよう図書

資料の充実を図るため200万円を計上しています。

次に、インターネット端末の設置についてでござい

ますが、利用者が館内の図書資料で調べ物をする際

に、利用者の学習調査及び研究等に資するための情

報提供サービスの一環として、インターネット検索

が利用できる端末パソコン２台を館内に設置しよう

とするもので、80万3,000円を計上してございます。

次に、ＡＶ室の改修につきましては、現在の視聴覚

室のモニターはブラウン管タイプのテレビモニター

が４ブースと、従来のテレビサイズの液晶モニター

が２ブース設置されており、また主なソフトがＶＨ

Ｓのビデオテープであり、一部がＤＶＤの状況に

なっているもので、モニターをワイドタイプの液晶

モニターに改修するとともに、全ブースでＤＶＤが

視聴できるよう改修しようとするもので、283万円

を計上しております。そのうち170万円につては、

ＡＶ資料の整備といたしまして、ＤＶＤを約100タ

イトル購入し、ＡＶ資料の充実を図るものです。次

に、郷土資料整理用機材の整備についてですが、こ

れまで収集いたしました深川市に関する写真や地図、

パンフレットなどの冊子になっていないものを整理

いたしまして、利用者の求めに応じて検索できるよ

う、パソコンソフトに資料整理を行うもので、その

ために必要なパソコン、デジタルカメラ、データ管

理ソフトなどの機材を購入するもので、157万円を

計上しています。これらの図書資料の施設整備を行

うことで、図書館機能の充実を図ろうとするもので

あります。 

〇議長（北本清美君） 田中昌幸議員。 

〇５番（田中昌幸君） ３点目のＡＶ室の改修につ

いて、これまではＶＨＳ方式であり、今の新しいソ

フトはＤＶＤやブルーレイであると思うのですけれ

ども、そういったことに対応していくことは非常に

歓迎すべき内容でございます。ただ、これまでも受

付カウンターで集中管理をしているということで、

タイトルを申し込んでそれを入れてもらって、ラン

ニングタイムで見ていくという形です。子供たちも

いろいろなビデオなどの操作になれていますから、

途中で早送りや巻き戻しを自分のブースで操作がで

きるようにしてもいいのではないかと思っておりま

    線の部分についてＰ.２７で訂正あり 
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す。要望があるのかないのかわかりませんけれども、

例えばトイレに行くときに、受付カウンターに言わ

なくても自分で巻き戻しするという方法もとれるの

ではないかと思います。今回の改修の中で、そうい

うところをどのように考えているのか、また今後の

対応はどのように考えているのかお伺いしたいと思

います。 

〇議長（北本清美君） 北名議員。 

〇16番（北名照美君） 学校の朝読書に役立てるよ

うに、40冊を１セットとして60セットを用意すると。

全体としていいことと思いながら少し聞きますけれ

ども、その金額はいくらなのか、一つ聞きたい。こ

の60セットは、市内の小中学校の全クラスに利用が

できることがいいことだと思います。ただ、実際に

は朝読書をやってない学校が小学校で２校、中学校

で２校あるのです。どうして実施をしていないのか

と思いますけれども、それらの学校にご理解いただ

いて実施するという形にすると思いますが、その状

況についても、どのように考えているかお尋ねしま

す。 

〇議長（北本清美君） 答弁願います。 

一原教育部長。 

〇教育部長（一原慶逸君） 初めに、田中昌幸議員

のＡＶ室のＤＶＤを自分で操作できないかというこ

とでございますが、現在の視聴覚資料の取り扱いに

つきましては、利用者の申し込みに応じて図書館カ

ウンター内で職員がテープをセットして、利用者が

その配信された映像を見ることになってございます。

今回の改修におきましても、これまで同様カウン

ター内での集中操作を基本的に考えております。な

お、今後の利用者の状況や、要望等などがあれば、

モニターのそばに機材をセットして、利用者自身が

操作できるようにできないか、これらも検討してま

いりたいと考えております。 

次に、北名議員からの朝読書のセットの金額でご

ざいますけれども、朝読書用のセット貸し出しは、

1,200円程度の図書を40冊で60セット、288万円を予

定しているものでございます。次に、朝読書の状況

でございますけれども、議員が言われたとおり、朝

読書をしていないところもございますが、小学校に

おける朝読書は、本に親しみ、読書する習慣を身に

つけるといった点や、児童の情緒育成などが効果と

して考えられますことから、学校への朝読書の働き

かけについては、それぞれの学校の裁量によるわけ

でございますけれども、学習指導要領にも読書につ

いて記載されておりますことから、学校図書館図書

を購入するとともに、図書館からの学校へセットの

運搬貸し出しを行い、この整備の中で各学校に対し

ても、読書用セットの貸し出し利用を積極的に呼び

かけてまいりたいと考えております。 

（｢答弁漏れ」と呼ぶ者あり） 

失礼しました。中学校における朝読書につきまし

ても、学校に働きかけてまいりたいと思います。 

〇議長（北本清美君） 北名議員。 

〇16番（北名照美君） もう一つ、学校図書館図書

整備事業761万円の実施はいいことと思いますが、

図書の基準冊数が文部科学省から示されているわけ

ですが、そのことの兼ね合いも含めて、このたびの

事業実施の中身について説明をお願いします。 

〇議長（北本清美君） 答弁願います。 

一原教育部長。 

〇教育部長（一原慶逸君） 学校図書の整備につき

ましては、図書の購入費336万円、書架の購入費425

万円で、合計761万円を計上しているものでござい

ます。ご指摘のとおり、学校図書につきましては、

文部科学省基準の学校図書館図書標準冊数の達成に

向けまして、学校図書館図書を購入し、充実を図っ

ているものでございます。今回の補正において、充

足率が低い市内小中学校の５校を重点に2,800冊程

度を購入する予定でございます。この購入によりま

して、市全体の充足率は、89％から90.6％に上昇す

ると考えてございます。 

〇議長（北本清美君） 北名議員。 

〇16番（北名照美君） 私もこのことは随分言って

きましたし、深川の充足率が100％になっていない

というものの、非常に頑張っていると評価できると

思います。他の自治体の中には非常に低いところが

あるという状況もあります。ただ、交付税が措置さ

れていながら、その額を使わないで別のほうに使っ

ている事例があって、問題にしてきたということが

ありました。そこで、冊数をそろえることが一つ基

本になりますが、それと同時に指導をどうするか、

それが一つ。それから、実際に子供がどういう形で

読んでいるか、その辺まで視野に入れた指導や援助

や教育が必要と思います。その点で、冊数の関係は

わかりましたが、学校図書が有効に使われるような

指導や受け皿、子供たちの実態がどうなっているか

お尋ねします。 
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〇議長（北本清美君） 答弁願います。 

一原教育部長。 

〇教育部長（一原慶逸君） 学校図書館の図書の利

用状況でございますけれども、各学校で統一された

データを収集していないところでございますが、全

体的には１人当たり五、六冊の貸し出しとなってお

り、長期休暇中につきましては、１人当たり３冊か

ら５冊程度の貸し出しが行われていると聞いてござ

います。なお、学校での休み時間の図書の活用、

オープンスペースに図書を置き、気軽に図書に触れ

る環境をつくっているところでございます。学校に

おきましても、学校図書の整備、それから読書の指

導について十分図られるよう教育委員会としても願

うところでございます。 

〇議長（北本清美君） 北名議員。 

〇16番（北名照美君） 今の件について終わります

が、ぜひ有効に使っていただきたいということを述

べておきます。 

次に、ふれあいの家で行う地域生活支援事業30万

円でありますが、この事業内容についてお尋ねをし

ます。 

〇議長（北本清美君） 答弁願います。 

通市民福祉部長。 

〇市民福祉部長（通 義美君） 北名議員から質疑

がありました地域生活支援事業についてお答えを申

し上げます。 

障がい児日中一時支援事業は、障がい者地域生活

支援事業のメニューの一つでありまして、障がい児

の保護者等の負担軽減を図るとともに、障がいのあ

る児童に対し、日中活動の場を提供し見守りや日常

的な適応訓練を行うもので、現在、ＮＰＯ法人深川

市手をつなぐ育成会に委託し、実施している事業で

あります。この事業の対象者は、障がいのある中学

生、高校生とし、ＮＰＯ法人の判断により受け入れ

が可能であれば小学校３年生以上の障がい児も受け

入れることとしております。また、北空知４町及び

幌加内町においても利用希望者がいれば各町と法人

との契約により、利用できることになっております。

開設日は、夏休み、冬休み、春休みの長期休暇期間

とし、年間25日の開設となっております。利用状況

では、平成21年度は10人の方が利用し、１日平均

6.5人の利用となりました。平成22年度は、夏休み

に10日間開設し、８人の方が利用し、１日の平均利

用者数は6.5人となっており、冬休みには９日間開

設し、８人の方が利用し、１日の平均利用者数は

5.6人となっております。利用者の負担額について

でございますが、必要経費全体の１割を利用者負担

として徴収することとしており、１日当たりの利用

料は480円と設定してございます。残りの９割につ

いては、委託料として支出することとしており、平

成22年度の市の委託料は119万138円となっておりま

す。今回の補正では、この事業で使用する遊具等が

不足していることから、深川市手をつなぐ育成会で

整備する遊具の購入経費に対し30万円の助成を行う

ものでありまして、運動用のマット、バランスボー

ル、打楽器などの遊具の購入を予定しているところ

でございます。 

〇議長（北本清美君） 北名議員。 

〇16番（北名照美君） ふれあいの家には、たまに

行きますけれども、運営されている方たちの努力、

利用されている人たちの姿を見て、しかもダイシン

設計さんが場所を全面提供していただいていること

を見ながら、心を打たれるような状況があります。

そこで、１日480円とプラスおやつ代ということの

ようですが、それは１割だと。それで、年間では１

万円ぐらいかかるということが気がかりでないわけ

ではありません。お金の関係で、行きたくても行け

ないという心配があります。そこで、遊具の関係で

すが、現場の様子をわからないで言って申しわけな

いけれども、こういう形で30万円の予算づけは喜ば

れることと思います。さらに、現場の皆さん方の声

を聞いて、遊具の更新も必要ですし、いろいろある

かと思うので、その辺は耳を傾けて対応していただ

きたいと思いますが、その点はいかがですか。 

〇議長（北本清美君） 答弁願います。 

通市民福祉部長。 

〇市民福祉部長（通 義美君） 再質疑にお答えを

します。 

今回の遊具等の購入につきましては、深川市手を

つなぐ育成会の通常の活動の中で不足する遊具とい

うことで、意向を確認して今回30万円の計上をさせ

ていただきました。今後、活動していく上で不足が

出るような場合、また老朽化等によりまして交換が

必要な場合は、平成23年度の対応について今後検討

してまいりたいと考えています。 

〇議長（北本清美君） 終わります。 

４款衛生費。 

田中裕章議員。 
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〇15番（田中裕章君） 子宮頸がん等ワクチン接種

緊急促進事業の中の子宮頸がん予防ワクチンに絞っ

て、何点か聞かせていただきたいと思います。 

 昨年の９月定例会において、子宮頸がんワクチン

接種について質問をさせていただきました。そのと

きの答弁では、国などの補助事業が見つかれば進め

ていきたいという答弁でありました。そこでの質問

では、私は深川市独自で子宮頸がんワクチン接種補

助事業をすべきではないかと質問をしましたけれど

も、今回、国の補助事業が見つかり、まずは第１段

階が済んだと思っておりますが、ここで２点お聞か

せいただきます。 

初めに、対象者の数について、平成22年度は中学

校１年生から高校１年生で、23年度は中学校１年生

とお聞きしております。その対象者の数をお知らせ

いただきたいと思います。 

次に、今後の方向性をお聞きいたしますが、この

ようなすばらしい事業には、本来、深川市民すべて

の女性に恩恵があたらなければならないと思います。

国の補助事業でありますし、限度もあると考えます。

しかし、実施期間が２カ年であります。 

平成24年度の新中学１年生は、その恩恵は受けられ

ないのではないでしょうか。その年齢によって子宮

頸がんの発生率が変わるようなことがあっていいの

でしょうか。今後の方向性をお示しください。 

（｢関連」と呼ぶ者あり） 

〇議長（北本清美君） 楠議員。 

〇６番（楠 理智子君） 私も、子宮頸がんワクチ

ンに限って質疑したいと思いますが、前回の田中裕

章議員の一般質問の答弁にもありましたように、接

種しても有効性は六、七十％であるということ、ヒ

トパピローマウイルスに感染すれば、ワクチンは有

効ではないわけですし、また接種してからの有効期

間が五、六年ということを聞いていますので、それ

らのことを考えますと、検診が重要になってくると

思います。それで市のほうでも、昨年から20歳、25

歳等の節目での無料券を対象者に配って検診を推奨

していますが、それについても推し進めていただき

たい。あと、若い人たちは検診に対して関心が薄い

ようで、その無料券を配っても、なかなか検診する

人が少なかったと聞いていますので、その辺の節目

も大事ですが、全体的に関心を持ってもらって検診

を受けるような体制の強化も必要ではないかと思い

ます。あわせて、そのための啓蒙、啓発も必要だと

思いますし、ヒトパピローマウイルスに感染するこ

とによって、子宮頸がんが発症するということです

ので、どう感染するのかを女性だけではなくて男性

も含めた全体的な啓蒙、啓発も必要ではないかと思

いますので、その辺も含めました今後の検診への啓

蒙、啓発の取り組みを強力に進めていただきたいと

思いますのでお伺いします。 

（｢関連」と呼ぶ者あり） 

〇議長（北本清美君） 松沢議員。 

〇８番（松沢一昭君） かなり重複するところがあ

りますけれども、関連質疑させていただきたいと思

います。 

事前に一定の説明がされているわけですので、そ

の部分についてはここで答弁は求めないつもりです

けれども、この３種類のワクチンについては、大体

が３回から４回接種しなければ実質効果が上がらな

いということで設定されているようです。それで、

接種する人数としては、対象者の約85％の設定とい

う説明を受けたわけですが、１回目の初年度の接種

する希望者を募って、第一工程が終わるわけですけ

れども、次の工程に対応できる期間と予算があるの

か、あるいは今の予算の範囲の残余が出た場合に第

二工程へ入っていけるのかお聞きします。 

 次に、次年度以降で14カ月限定の交付金の設定で

すけれども、普通の交付金事業というのは不用額が

出た場合は基金に積むとか、他の用途にまわすとか、

あるいはその事業で次年度に延ばして行うとか、い

ろいろ自治体に全面的に委任されて任される部分で

使っていける認識でいるのですが、この子宮頸がん

ワクチン等の予算3,348万1,000円は、余った場合は

戻さなければいけない仕組みと聞いているのですが、

こちらから申請した分が出ていく仕組みであると聞

いているので、その辺の説明をわかりやすく解説し

てください。 

（｢関連」と呼ぶ者あり） 

〇議長（北本清美君） 東出議員。 

〇13番（東出治通君） 関連で子宮頸がん等ワクチ

ンについて質疑させていただきます。 

私の質疑の観点は別な角度でございますが、この

ワクチンについては、平成21年12月26日に国内で販

売が開始された。その前の10月に認可されて承認が

下りて、12月末に発売が開始されている。この間わ

ずか１年です。子宮頸がんは、がんの中で唯一、予

防のできるがんである。そういうことで、この子宮
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頸がんのワクチンに対する期待が、一気に高まって

きている。加えて、今回の補正の関係で全国の99％

を超える市町村が、この子宮頸がんワクチンに対す

る助成に取り組むようであり、私はある種異常さを

感じるのです。前回の12月の一般質問のときにもマ

スコミの世論誘導という話をさせていただきました

けれども、私も是非はわかりません。しかし、一方

でこのワクチンに含まれているアジュバントの成分

が不妊につながるという情報もあります。なぜ、そ

のアジュバントという成分が、そういう不妊につな

がるのか。かつて、ペットの不妊処置は外科的な措

置が多いわけですけれども、このアジュバントを

ペットの犬や猫が妊娠しないように不妊のために投

与されていた。ここまでは事実のようです。この成

分が、このワクチンに含まれている。量がどれぐら

い含まれているのか、あるいは人体に対する影響が

どれほどのものかわかりませんけれども、一方では

そういう情報があるのです。その辺のところは、残

念ながら一つも表に出てきていない。所管の方にお

聞きするとその辺の議論、検討もなされたとお聞き

しますから、その辺のところの議論がどういう形で

されたのか、お聞かせをいただきたいと思います。 

私は、今回の補正がいい悪いということではなく

て、こういう状況になっていることに、だれか一石

を投じる必要があるのではないか。一方では、こう

いうことがあるということを知らせる必要もあるの

ではないか。そういう思いでこの質疑をさせていた

だいています。その辺の真偽が定かでない形の中で

質疑させていただいているので、非常に恐縮なので

すけれども、テレビショッピングで言えば個人の感

想というものかもしれないけれども、その情報だと

いう確信もないのです。そういうものが一方である

ものをこういう形で、日本の国でわずか１年の期間

の中で、これだけ進めていいのかという思いはある

のです。その辺については、どのような検証がされ

ているのかお聞かせをいただきたいと思います。 

〇議長（北本清美君） 答弁願います。 

通市民福祉部長。 

〇市民福祉部長（通 義美君） ただいまの子宮頸

がん等ワクチンの接種に関しまして、田中裕章議員、

楠議員、松沢議員、東出議員から質疑をいただきま

したので、順次お答えをさせていただきます。 

初めに、田中裕章議員の２点の質疑にお答えを申

し上げます。１点目の子宮頸がん予防ワクチンの対

象者ですが、平成22年度の対象者は中学１年生から

高校１年生の女子で、中学１年生が83人、２年生が

97人、３年生が96人、高校１年生が110人の合計386

人であります。平成23年度については、これは新年

度での予算対応となりますが、新たに中学１年生の

97人が対象となります。今回の補正予算案で、これ

ら対象者に国が指定する接種率85％を乗じて、接種

予想対象者数を算出し、委託単価と接種回数を掛け、

計上しているところであります。次に、平成24年度

以降の対応でありますが、国の特例交付金は、23年

度を事業の終期としており議員の質疑にあります24

年度の新中学１年生は、公費助成の対象とはなりま

せん。市といたしましては、生まれた時期によって

接種を希望する方々が、公費助成が受けられなくな

るような不公平を避けるべきであると考えており、

国は、本事業の実施状況等を踏まえながら、円滑に

実施されるよう予防接種法上の定期接種化に向けた

検討を行うこととして、現在、厚生科学審議会の予

防接種部会で議論が進められているところでありま

す。市といたしましては、平成24年度以降国の公費

制度事業として、安全に接種を受けられる体制が整

備されるよう、今後も国の動向などに注視しつつ、

必要な場合には北海道市長会など関係機関と連携し、

国への要望をしっかり行っていきたいと考えており

ます。 

次に、楠議員の質疑にお答えをいたします。子宮

頸がんの発症原因となるヒトパピローマウイルスは

100種類以上のタイプがありますが、現在、国が認

可している子宮頸がん予防ワクチンは、16型と18型

にしか効果がなく、国は子宮頸がんにかかわってい

る感染症の約70％をカバーしていると考えており、

ワクチンを接種したとしても100％子宮頸がんを予

防することはできないのが実態であります。このよ

うなことから、子宮がん予防対策においては、ワク

チン接種の有無にかかわらず、子宮がん検診による

早期発見、早期治療を推進していることが重要であ

ると認識しており、市としては、子宮頸がん予防ワ

クチン接種事業の実施を子宮がん対策の好機ととら

え個別案内文書の中に、「二十歳になったら検診

を」との文言を加え、子宮がん予防の理解を深めて

いただき、受診勧奨の機会としていきたいと考えて

います。また、国の女性特有のがん検診推進事業を

活用し、20歳から40歳の５歳ごとの対象者への検診

無料クーポン券配布事業なども継続して実施し、近
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年、子宮がん発症の増加傾向にある若年層の受診率

の向上に努めてまいりたいと考えています。また、

この予防啓発については、男性も含めてしていくべ

きでないかとご指摘もいただきましたので、このこ

とにつきましては、啓発など今後工夫をしながら、

効果の上がる啓発、啓蒙をしていきたいと考えてご

ざいます。 

次に、松沢議員の質疑にお答えを申し上げます。

このたび創設されました子宮頸がん等ワクチン接種

緊急促進事業臨時特例交付金は、国が都道府県に子

宮頸がん予防ワクチン、ヒブワクチン、小児用肺炎

球菌ワクチンの接種を促進させるために、基金を造

成させ当該予防接種を行う市町村に対して、事業実

績に応じて必要な経費の２分の１を助成しようとす

るものでございます。この事業の実施期間は、平成

24年３月31日をもって終了することになっているた

め、24年度以降の接種については、国の特例交付金

事業の対象となっておりませんので、ご理解をいた

だきたいと思います。議員から予算に残余が出た場

合、別に活用ができるのかというご指摘もございま

すけれども、そのようなことにはなりませんので、

ご理解をいただきたいと存じます。 

次に、東出議員の質疑について、お答えをします。

本市において、このたび国の詳細な公費助成制度が

創設されたことから、これまでその実施について検

討を重ねてきたところであります。経過等も含めて

の質疑がありましたのでお答えを申し上げますが、

実施に向けた検討のポイントといたしましては、一

つは、その原因となるウイルスに対する予防効果率

や有効性の持続期間等について。二つには、ワクチ

ン接種以外の予防方法について。三つには、任意接

種となるためその副反応による健康被害の影響につ

いて。四つには、対象年齢、実施方法及び周知など

その実施方法について。五つ目には、国の特例交付

金の交付要件及び本市の財政状況についてでござい

ます。これらについて、現在得られる資料等をでき

る限り収集し、多面的に検討した結果、平成22年度

の事業として本年２月1日から当該ワクチン接種を

実施することとし、今市議会臨時会に補正予算を提

案したところでございます。接種に当たりましては、

このワクチン接種が法律上の接種組みがない任意接

種であることや、ワクチンの効果、副反応等につい

て、個別に周知するとともに、接種指定医療機関の

担当医師からも説明を受けた上で、保護者が同意し

た場合に接種を行うこととなっております。市にお

きましては、接種開始後において指定医療機関への

定期的な実施状況の把握、国及び北海道へ健康被害

発生等の状況を確認しながら、進めてまいりたいと

考えているところでおります。 

〇議長（北本清美君） 田中裕章議員。 

〇15番（田中裕章君） 今答弁をいただきました。

私はこの件に関しては、産婦人科の医師と直接話を

して、このワクチン接種の重要性を非常に理解して

いるところですけれども、国の動向を注視するとい

う答弁でしたけれども、やはり市の独自の考えは今

後も必要ではないかと思います。平成23年度が新中

学校１年生で97人です。これから新中学校１年生の

人数がこれぐらいになるのであれば毎年のかかる額

がわかるわけですから、もう少し考えていく必要が

あるではないかと思いますのでもう一度お聞かせい

ただきたいと思います。 

〇議長（北本清美君） 松沢議員。 

〇８番（松沢一昭君） 行政用語として行政のやる

事業の継続性、公平性という言葉をたびたびあなた

方の答弁で聞かされるわけです。今度のワクチン接

種についてもせっかくいい事業に取り組むというこ

とですけれども、国からの補正予算で臨時的に取り

組むこともときには必要だと思うのですが、せっか

くその事業に手を染めたらやはり受ける方々の人数

や動向をしっかり見きわめながら、少ない財源の中

でも工夫して事業の継続を図っていくという立場が

大事だと思うのです。国に対して要請をしていくと

いう答弁もありましたけれども、そのことはやって

いただきたいですが、そうでないときにも市独自と

して継続していくことの考えを聞かせてほしいと思

います。 

〇議長（北本清美君） 東出議員。 

〇13番（東出治通君） おおむね理解をさせていた

だいたところでございますけれども、薬には副作用

がございますし、ワクチンには一定のリスクがある

ことも私なりに理解をしているのです。一つ、任意

ということもありましたし、加えて接種される方あ

るいは保護者についても丁寧な説明をされるという

ことですが、子宮がんは、子宮頸がんだけではない

ですし、がんにも山ほど種類がありますし、その中

でこのワクチンを投与しても一つの子宮頸がんにし

か効かない、打ったからみんなに効くのかと言った

ら、有効性が60％から70％である。そういうことも
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トータルにしっかりと説明していただく必要がある。

さらに、アジュバントの成分が含まれているという

情報も的確にお知らせする必要があるという感じが

するのです。諸外国から見ても今の子宮頸がんワク

チンに対する日本の状況は異常のようです。よその

国はそれなりに市民運動家たちが、こういう危険性

があるので接種しませんとか、私たちの子供には接

種させませんというような運動が表に出てきている。

アメリカもそのようですし、日本はこの１年間の中

で一気に進んでいますからそういうものが全くない

中で、こういう形でどんどん取り組みが進んでいる。

そういうことから、その辺の一定の説明が必要と思

いますので、しつこいようですけれども丁寧に取り

組んでいただきたいので、もう一言だけ答弁いただ

きたいと思います。 

〇議長（北本清美君） 楠議員。 

〇６番（楠 理智子君） やはり検診の重要性が増

しているのではないかという気がします。啓蒙、啓

発の中では、リスクや副作用があって障がいが起き

た場合の手当てをしますということで、保険も加入

すると言っているぐらいですから、そういうリスク

の部分とか、日本ではおととしに承認されたばかり

ですので、日本人にとってどうかという部分もある

と思いますので、その辺も含めた周知を徹底してい

ただきたいと思います。 

〇議長（北本清美君） 答弁願います。 

通市民福祉部長。 

〇市民福祉部長（通 義美君） 再質疑にお答えを

申し上げます。 

田中裕章議員と松沢議員の質疑が同様の趣旨と思

われますので、あわせて答弁をさせていただきます。

平成24年度以降の対応ということで、23年度までは

国の補助制度がしっかりできておりますので、この

制度に基づき対応していきますが、24年度以降につ

いては国においても定期接種化に向けて今回の実施

状況を見ながら検討していきたいと考えています。

市といたしましては、予防接種の定期接種化となる

ように大いに期待をしているところでございます。

先ほどの答弁でも対象者が平成24年度以降に外れる

方に不公平が生じるということはあってはならない

と考えており、私どもも基本的にはそう思っている

ところでございます。先ほども答弁申し上げました

が、まずは前段国の動向を注視しつつ、また北海道

市長会や関係機関などとも連携をしながら、予防活

動もしっかりしていきたいと考えています。また、

独自の取り組みについてご提言もいただきましたが、

国の制度等も確認しながら、財源確保などもできる

のかどうか十分検討してまいりたいと考えておりま

す。 

次に、東出議員から説明等をしっかり丁寧にして

いく必要があるとご指摘をいだきました。今回の対

象者につきましては、個別通知をそれぞれ行う予定

でございます。その中で、効果、副反応、また万が

一健康被害があった場合についての補償など、丁寧

に説明していくように所管としては努力をしていき

たいと思っております。 

次に、楠議員から検診が必要でないかということ

について、私も同感でございます。この検診につい

ては、引き続きしっかりと啓蒙、啓発に力を入れて

いきたいと思いますし、またこのリスク等について

も心配のあるところでございますが、この部分も私

どもも同感でございますので、東出議員にお答えを

いたしましたとおり、対象者の方々については、こ

れらを丁寧に説明していけるように通知に心がけて

いきたいと考えております。 

〇議長（北本清美君） 衛生費を終わります。 

８款土木費。 

松沢議員。 

〇８番（松沢一昭君） 18ページの住宅費でお尋ね

します。まちなか団地建設3,400万円が計上されて

いるわけですが、周辺にある公営住宅に住んでいる

人たちをまちなかに公営住宅を建てて移動してもら

う考え方は非常に住んでいる人たちの利便性向上に

つながる事業という理解をします。今民間のまちな

かの空き家の状況が非常にふえていると私は見てい

るのですが、特にリーマンの破綻以後、市内企業の

倒産、撤退、縮小が相次ぎまして、相当まちなかの

民間住宅があいているのではないかと思います。所

管としてその辺のところをどのように押さえての今

度の計画か聞きたいと思います。 

それと、一方で公営住宅整備の計画が平成21年２

月に策定されているものですけれども、この辺が立

てたすぐなのですが、先ほど１点目の質疑で言いま

したその辺の人口動態がありますので、実態と計画

の中に、乖離が生じているのでないかと思うのです。

これまでは、市内の借家あるいはアパートなどの賃

借料は、ほかの周辺市に比べて決して安くはない、

高いということを言われていたのですけれども、逆
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に今の状況は、民間の貸し家を営んでいる人が悲鳴

を上げるくらいあいてきているという実態もあるわ

けです。この辺についての認識、考えをお聞かせく

ださい。 

（｢関連」と呼ぶ者あり） 

〇議長（北本清美君） 田中昌幸議員。 

〇５番（田中昌幸君） 私もまちなか団地建設でお

伺いしたいと思います。 

ストック活用計画の変更については、松沢議員も

質疑の中で触れられていますけれども、掲載されて

いる内容でございますが、今回の建設の手法が、新

規の建設または移転建てかえ事業という位置づけの

建設なのか、戸数、規模など計画の内容について、

詳しくお示しをいただきたいと思います。 

それと、まちなか定住推進という定義について若

干お伺いしたいと思いますが、先ほどの住宅リ

フォームのところで、いわゆる跨線橋からアンダー

パスの間で、駅から南側の公園通線までの間をまち

なか定住推進エリアという形で、住宅リフォームや

住宅の建設に対して増額をしているエリアがござい

ます。今回のまちなか団地建設という事業ですけれ

ども、そのエリアから外れているにもかかわらず同

じまちなかということで言葉が使われているのです。

民間でやる場合は定住推進エリアでないと増額の支

援をしませんと。しかし、公営住宅はそこから外れ

ているけれども、まちなか事業として進めるという

のでは、少し整合性について疑義があるのではない

かと思います。あと、中心市街地活性化という部分

についても若干中身のずれがありますので、今回の

まちなか団地建設という表現でありますけれども、

この辺の定義づけを今回しっかりとしたほうがいい

のではないか。エリアの部分についても、線引きを

するとどうしてもいろいろな内、外というところで

の言葉の部分は出てくるかもしれませんけれども、

その辺を民間であろうが、行政であろうが同じ対応

となるような整合性の持ち方について、今回どうい

うお考えか、あわせて定義づけをしっかりしたほう

がいいのではないかという部分についてお伺いした

いと思います。 

〇議長（北本清美君） 答弁願います。 

松浦建設水道部長。 

〇建設水道部長（松浦龍行君） 松沢議員と田中昌

幸議員から質疑がありました。 

まず、松沢議員の質疑からお答え申し上げます。

民間賃貸住宅の空き家状況の把握についてでござい

ますが、所管としては把握しておりませんが、本市

には、民間賃貸住宅の所有者等の希望により市の

ホームページ上で空き家情報を公開していまして、

12月末現在では、アパート66件、一戸建て住宅３件

の合計69件が公開されております。この件につきま

しては、市内の一部の情報であり市内全体の空き家

は、まだまだ相当の戸数があるものと思っておりま

す。 

次に、公営住宅の整備計画の見直しが必要な時期

についてでございますけれども、公営住宅の整備計

画については、平成16年度に作成しました17年度か

ら26年度までの10カ年計画の公営住宅ストック総合

活用計画があり、この計画により建てかえ、個別改

善による長寿命化、用途廃止などの取り組みを進め

ております。また、平成21年度にはまちなか居住等

推進委員会で議論をいただきまして、計画の中間期

であることから、計画の見直しをしておりますので、

すぐには見直す予定はありませんけれども、10カ年

計画終了前には次期計画を作成する必要があります

ので、その時点で見直しをしていく考えでございま

す。 

次に、田中昌幸議員からのまちなか団地の概要に

ついてお答え申し上げます。まず、建設位置につき

ましては、１条４番でＪＲ側に面した約2,300平方

メートルの敷地に５階建て30戸を計画しているもの

でございます。また、新規か建てかえかについてで

ございますが、新規建設という考えではなく、耐用

年数が過ぎて老朽化し、敷地が狭く、現地での建て

かえが困難な団地の移転建てかえという位置づけで

ございます。 

次に、まちなか居住等の推進エリアについてでご

ざいますけれども、平成21年度にまちなか居住を推

進するため、市民団体の代表者などによりまして、

まちなか居住等推進委員会が設置され、議論をいた

だいたところでございます。その中では、エリアの

範囲を広くすべきとか逆にもっと狭くしたほうがに

ぎわいの効果があるなどの意見がありましたが、最

終的にはこのエリアの人口減少率が高いことや、都

市計画マスタープランに位置づけされております中

心市街地再生プロジェクトの範囲の一部として、市

街地のほぼ中心のプラザ深川から歩いて行動できる

範囲であること。また、中心市街地に位置している

四つの商店街の区域を考慮する中で、居住推進エリ
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アが設定されたものでございます。今回の建設予定

地につきましては、まちなか居住等推進計画の中で、

まちなか居住推進エリアまたはその近郊で計画する

ものとして位置づけされておりまして、まちなか居

住への後押しをするよう考えておりまして、推進エ

リア外ではありますが、まちなか居住等推進計画に

沿ったものと考えております。また、定義づけにつ

きましては、再度しっかりといたしまして、まちな

かの活性化のためのいろいろな事業や施策と連携を

とり、一体的な推進を図っていきたいと考えており

ます。 

〇議長（北本清美君） 松沢議員。 

〇８番（松沢一昭君） これは補正予算の質疑です

ので、余り突っ込んだやりとりをするつもりはござ

いませんけれども、そういう論議はまた別の機会に

するといたしまして、今深川市で民間の住宅の空き

家情報を流して募集をしている分が69戸あるという

ことは、私は恐らく３倍とか４倍という数字で民間

住宅があいているのではないかと思うのです。これ

は、早い機会に実態をしっかりつかまえることが必

要だと思うのです。公営住宅を建てることは、いわ

ば市民の福利厚生の投資でありますし、ただ金額的

には相当大きな額が支出されていくわけであります。

一度計画を立てたら終わるまでにはもう１回見直し

をかけないといけないというような悠長なことを

言っていないで、あなた方のところで実態にあわせ

て、その都度、修正をかけながらやらないと実態と

計画との間に乖離が生じると思うのです。やはり、

公営住宅に入る市民の方々の要望と借家を持ってい

る人の考えというか、利益を守るというのも市内の

活性化の上では両立させていかなければいけない兼

ね合いの部分があると思うので、その辺も含めて少

し弾力性を持って、硬直しない考え方をしていかな

ければいけないと思うのですが、その辺の考えはど

うですか。早急に市内の民間の空き家状況を調査し

て、データとして握ってほしいと思いますが、その

点についても考えをお聞かせください。 

〇議長（北本清美君） 答弁願います。 

松浦建設水道部長。 

〇建設水道部長（松浦龍行君） 松沢議員の再質疑

にお答え申し上げます。 

まず、市内の空き家状況について早急に実態を調

査すべきということでございますけれども、これに

つきましては今後検討してまいりたいと考えており

ます。それから、公営住宅の計画についてですけれ

ども、これにつきましては当然時期を見ながら、弾

力的に修正して見直ししていく考えでありますので、

ご理解願いたいと思います。 

〇議長（北本清美君） 土木費を終わります。 

ただいま一原教育部長から先ほどの答弁を一部訂

正したい旨の申し出がありますので、これを許可し

ます。 

一原教育部長。 

〇教育部長（一原慶逸君） 先ほど田中昌幸議員、

北名議員の図書館充実事業の内容の中で、高齢者な

どの大活字図書、それから録音図書の部分で金額を

200万円と申し上げましたが、合計370万円に訂正く

ださいますようお願い申し上げます。 

〇議長（北本清美君） 次に、歳入、地方債及び繰

越明許費。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（北本清美君） 終わります。 

 以上で一般会計補正予算を終わります。 

 次に、議案第２号下水道事業特別会計。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（北本清美君） 終わります。 

 次に、議案第３号水道事業会計。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（北本清美君） 終わります。 

質疑を終わります。 

お諮りします。本件は、会議規則第36条第３項の

規定によって委員会付託を省略したいと思いますが、

異議ありませんか。 

（｢異議なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（北本清美君） 異議なしと認め、よって本

件は委員会付託を省略することに決定しました。 

本件は討論の通告がありませんので、これより議

案第１号ないし議案第３号の３件を一括して採決し

ます。 

本件は原案のとおり決定することに異議ありませ

んか。 

（｢異議なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（北本清美君） 異議なしと認め、よって議

案第１号ないし議案第３号は、原案のとおり可決さ

れました。 

                      

〇議長（北本清美君） これで本臨時会に付議され

ました事件の審議はすべて終了しましたので、平成
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23年第１回深川市議会臨時会を閉会します。 

（午後 ０時２４分 閉 会） 
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